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町からのお知らせ

  

新
成
人
の
皆
さ
ん
へ

　20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

▽
国
民
年
金
っ
て
な
に
？

国
民
年
金
は
、
年
齢
を
重
ね
た
と
き

や
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
生
活
を
、

現
役
世
代
み
ん
な
で
支
え
よ
う
と
い

う
考
え
で
作
ら
れ
た
仕
組
み
で
す
。

20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
方
が
加
入
し

保
険
料
を
納
め
ま
す
。
国
が
運
営
す

る
た
め
、
安
定
し
て
い
て
、
年
金
の

給
付
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
保
証
さ
れ

ま
す
。

▽
ど
ん
な
と
き
に
年
金
を
受
け
取
れ
る
の
？

国
民
年
金
は
、
老
後
の
た
め
だ
け
の

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
年
齢
を
重

ね
た
と
き
の
老
齢
年
金
の
ほ
か
、
障

害
年
金
や
遺
族
年
金
が
あ
り
ま
す
。

障
害
年
金
は
、
病
気
や
事
故
で
障
が

い
が
残
っ
た
と
き
に
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
遺
族
年
金
は
、
加
入

者
が
死
亡
し
た
場
合
に
、
そ
の
加
入

者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
さ
れ
て
い

た
遺
族
（
子
の
あ
る
配
偶
者
や
子
）

が
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
保
険
料
を
払
え
な
い
と
き
は
？

・
学
生
納
付
特
例
制
度

学
生
の
方
で
、
本
人
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
に
、
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す

対
象
は
、
大
学
（
大
学
院
）、
短
期

大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校

特
別
支
援
学
校
、
専
修
学
校
及
び
各

種
学
校
（
修
業
年
限
１
年
以
上
の
課

程
）、一
部
の
海
外
大
学
の
日
本
分
校

に
在
学
す
る
方
で
す
。

・
保
険
料
納
付
猶
予
制
度

学
生
で
な
い
20
歳
か
ら
50
歳
未
満
の

方
で
、
本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が

一
定
額
以
下
の
場
合
に
、
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度

で
す
。

※
問
合
せ
先

・
住
民
課　

保
険
年
金
係

☎
９
２

－

７
９
３
４

・
佐
賀
年
金
事
務
所

☎
０
９
５
２

－

３
１

－

４
１
９
１

  

平
成
30
年
分
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
納
付
証
明
書（
申
告
用
）
に
つ
い
て

　

平
成
30
年
１
月
か
ら
12
月
の
１
年
間

に
納
付
さ
れ
た
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
は
、
確
定
申
告
の
際
に
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
平
成
30
年
中
に
保
険
料
を
納
付
書

又
は
口
座
振
替
で
納
付
さ
れ
た
方
に
、

納
付
証
明
書
（
申
告
用
）
を
１
月
下
旬

に
郵
送
し
ま
す
。（
年
金
か
ら
天
引
き
さ

れ
て
い
る
方
は
、
平
成
30
年
分
公
的
年

金
等
の
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
納
付
証
明
書
は
郵
送
し
ま

せ
ん
。）

　

な
お
、
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い

る
方
で
、
納
付
証
明
書
が
必
要
な
場
合

は
、住
民
課 

保
険
年
金
係
（
役
場
１
階
）

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
問
合
せ
先

　

住
民
課　

保
険
年
金
係

☎
９
２

－

７
９
３
４

。、

  
運
転
免
許
証
の
自
主
返
納
を
支
援
し
ま
す

　

町
で
は
、
安
全
で
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
ま
ち
を
目
指
し
、
運

転
免
許
証
を
自
主
返
納
さ
れ
た

方
へ
、
次
の
と
お
り
支
援
を
行

い
ま
す
。

▽
支
援
内
容

①
交
付
手
数
料
の
補
助 

　

運
転
経
歴
証
明
書
の
交
付

　

手
数
料
（
１
，
１
０
０
円
） 

　

を
補
助
し
ま
す
。

②
タ
ク
シ
ー
運
賃
の
助
成 

　

年
度
に
つ
き
、
タ
ク
シ
ー　
　

 

　

助
成
券
を
１
人
６
千
円
分　

 

　
（
５
０
０
円
券
を
12
枚
）、　　
　

　

最
初
の
交
付
申
請
年
度
か
ら 

　

５
年
間
交
付
し
ま
す
。

③
電
動
カ
ー
ト
購
入
の
助
成 

　

電
動
カ
ー
ト
の
購
入
額
の 

　

３
分
の
１
又
は
５
万
円
を
上 

　

限
と
し
た
助
成
を
行
い
ま
す　

 

　
（
免
許
返
納
か
ら
５
年
以
内 

　

の
申
請
に
限
る
）

④
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
運
賃
の
割
引 

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
回
数
券 

　
「
き
や
ま
ん
き
っ
ぷ
（
１
セ
ッ 

　

ト
11
枚
１
千
円
）」を
１
千
円 

　

で
２
セ
ッ
ト
購
入
で
き
ま
す

▽
支
援
開
始
時
期

　

①
に
つ
い
て

　

平
成
30
年
４
月
１
日

　

②
・
③
・
④
に
つ
い
て

　

平
成
31
年
１
月
１
日

※
問
合
せ
先

　

①
・
②
・
③
に
つ
い
て
は
、

　

建
設
課

　

☎
９
２

－

７
９
６
３

　

④
に
つ
い
て
は
、

　

定
住
促
進
課

　

☎
９
２

－

７
９
２
０

。。
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町からのお知らせ

第３回 きやまジュニアダンスフェスティバル

ダンスコンテスト

日時　平成 31 年２月 10 日（日）午後１時～７時
対象　25 歳～ 45 歳の独身男女のうち、久留米市・ 
　　　小郡市・鳥栖市・基山町に居住している方、 
　　　勤務している方、移住を考えている方
定員　男女各 18 人（抽選）
申込み締切日　平成 31 年１月 25 日（金）
主催　筑後川流域クロスロード協議会
▽ツアーの内容・料金、申込み方法等の詳細は、お問い合わせください。
イベントの問合せ：婚活バスツアー事務局  ☎ 0120-928-113
ツアー　の問合せ ：旅の輪九州株式会社　 ☎ 092-707-7577

地元で素敵な出会いを♥

自治体周遊 婚活バスツアー
ぜひお越しください

基山町消防団出初式

問  定住促進課 定住促進係　☎９２－７９２０ 問  総務企画課 防災・安全係　☎９２－７９１５

募  集 お知らせ

　出初式では、基山町消防団員が日頃の訓練で鍛え
た消防動作を披露し、１年間の無火災を祈願します。
　また、町制施行 80 周年を迎える平成 31 年最初
の町行事として、出初式開始の午前９時頃に花火を
打ち上げます。ぜひお気軽にお越しください。

日時　平成 31 年１月６日（日）午前９時
場所　基山町総合体育館
内容　消防団員による通常点検・五色放水、
　　　基山保育園児による演奏

　町では、ダンス教育の向上と文化振興を図るため、高校生以下を対象とした
ダンスコンテストを開催します。踊りに関するジャンルであれば、どんなジャンル
でも参加できます。多くの皆さんのご応募をお待ちしています。

募  集

日　　時　平成 31 年３月 17 日（日）午後１時～５時　
場　　所　基山町民会館　大ホール
対　　象　キッズ部門：幼児～小学生のダンスチーム
　　　　　ジュニア部門：中学～高校生のダンスチーム　
※２名以上の団体（コンテスト入賞者は参加不可）
参  加  料　１人 200 円（観覧は無料）
募集団体　２部門合わせて先着 30 組（団体）
表　　彰　１位・２位・３位（部門別）、
　　　　　 笑顔賞・衣装賞・応援賞 
           　　（２部門合わせて各１団体）
申込期間 　平成 31 年２月 1 日（金）～ 20 日（水）
　　　　　（募集定員になり次第、締め切り）

申込方法
①先着順のため、「電話、FAX、メール」のいずれか 
　の方法で申込枠を確認
②確認後「まちづくり課又は基山町ホームページ」で　 
 　募集要項とエントリーシートを受け取る
③エントリーシートとＣＤをまちづくり課へ提出
  （受付時間：平日午前８時 30 分～午後５時 15 分）

申込み・問合せ先
まちづくり課　文化・スポーツ係
☎ ９２－７９３５　　 ９２－０７４１
 　 bunka-3@town.kiyama.lg.jp

♪


